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経済的な理由などで国民年金保険料（以下、保険料）を納付することが困難な場合には、保険料の納付が免除・猶予と

なる「保険料免除制度」や「若年者（50歳未満）納付猶予制度」があります。

令和２年度の免除等の受付は７月１日から開始され、７月分から令和３年６月分までの期間を対象として審査をおこ

ないます。

また、平成26年４月から法律が改正され、２年１ヵ月前の月分まで遡及して免除等申請をすることができます。

失業などにより保険料を納付することが経済的に困難になったものの、免除申請を忘れていたために未納期間を有して

いる人などは、一度、住民人権課または大垣年金事務所へご相談ください。

保険料の納付や免除等申請がお忘れの状態で、万一、傷害や死亡といった不慮の事態が発生すると、障害基礎年金や

遺族基礎年金が受けられなくなる場合がありますのでお早めに手続きをしてください。

現在お手元にある認定証の有効期限は、令和２年７月31日までとなっています。引き続き認定証が必要な人は、次

のものを持参のうえ、住民人権課で手続きを行ってください。

■持 ち 物 ・お持ちの限度額適用・標準負担額減額認定証

・印鑑（朱肉を使うもの）

・マイナンバーが確認できる書類

・本人確認できる書類（免許証など）

・委任状（別世帯の人が申請される場合）

■申請期間 ８月３日（月）～ （※申請した月の初日から有効となります。）

今年度の国民健康保険税の納税通知書は７月６日（月）の発送を予定しています。これは前年中の所得金額、今年度の

固定資産税額および国民健康保険税率等を基に計算し、年税額を決定したものです。普通徴収の人は、５月に発送しま

した仮算定分を差し引いた金額を、第３期から第10期に分けて納めていただきます。なお、本算定の結果、過納になっ

た人には別途通知を送付します。

問税務課 �32―1103

■■ 国民健康保険税の納税通知書（本算定分）を発送します ■■

問住民人権課 �32―1104

■■ 国民健康保険 限度額適用・標準負担額減額認定証の更新を忘れずに！ ■■

問大垣年金事務所 �78―5166

住民人権課 �32―1104

■■ 令和２年度の国民年金保険料免除等申請の受付が始まります ■■


